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一
部
都
市
ホ
テ
ル
の
外
務
省
職
員
向
け
特
別
料
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ
（
東
京
都
千
代
田
区
）
に
お
い
て
、
外
務
省
職
員
を
対
象
と
す
る
特
別
の
割
引
料
金
が
設

定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。

二

外
務
省
本
省
職
員
・
同
伴
家
族
が
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ
に
宿
泊
す
る
場
合
、
一
名
利
用
二
万
六
千
九
百
九
十
六

円
〜
、
二
名
利
用
三
万
三
千
六
百
六
十
四
円
〜
と
い
う
料
金
体
系
で
あ
る
の
に
対
し
、
外
務
省
在
外
職
員
・
同
伴
家
族
に
つ

い
て
は
一
名
利
用
一
万
六
千
九
百
四
十
七
円
〜
、
二
名
利
用
二
万
七
百
九
十
円
〜
と
い
う
特
別
の
割
引
料
金
が
設
定
さ
れ
て

い
る
か
。

三

外
務
省
職
員
が
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ
に
宿
泊
す
る
場
合
、
外
務
省
職
員
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

二
の
便
宜
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
か
。

四

外
務
省
が
公
文
書
で
二
並
び
に
三
の
便
宜
を
外
務
省
職
員
が
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
告
知
し
て
い
る
事
実
が
あ
る

か
。

五

過
去
に
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ
と
外
務
省
職
員
と
の
間
で
不
正
が
行
わ
れ
、
外
務
省
職
員
が
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
た

事
例
が
あ
る
か
。
あ
る
な
ら
ば
そ
の
概
要
と
そ
の
関
連
で
外
務
大
臣
、
外
務
事
務
次
官
、
官
房
長
が
国
家
公
務
員
法
に
基
づ

一



く
処
分
を
受
け
た
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

外
務
省
職
員
が
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ
か
ら
特
別
の
料
金
体
系
に
よ
る
便
宜
を
享
受
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
通
念
上
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


